
吾妻広域町村圏振興整備組合告示第３号  

入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書 

次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。  

令和５年４月２４日  

 

吾妻広域町村圏振興整備組合理事長 外丸 茂樹   

 

１ 条件付一般競争入札に付する事項  

 (1) 発注番号 消第２３００１号 

(2) 事業名  吾妻広域消防設備整備事業 

高規格救急自動車・高度救命処置用資機材 １台 

(3) 購入物品及び数量 別紙仕様書による。 

(4) 納入場所 別紙仕様書による 

(5) 納入期限 令和６年２月２９日（木） 

(6) 入札参加形態 単体による参加とする。 

(7) 入札方法 入札書による。 

(8) 受付日時 令和５年５月２２日（月） 午前１０時００分 

(9) 入札日時 令和５年５月２２日（月） 午前１０時３０分（即時開札） 

(10) 入札場所 吾妻広域消防本部 ３階 会議室 

(11) 入札保証金 免除 

(12) 契約保証金 免除 

 

２ 入札参加資格  

この公告の条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし

かつ、この公告に係る競争入札参加資格確認通知書により資格有りとする通知を受

けている者とする。  

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であるこ 

と。  

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による広域構成町村の入 

札参加制限を受けていない者であること。  

(3) 広域及び広域構成町村の令和４・５年度の物品・役務等業務競争入札参加資

格審査申請を行い、資格の認定を受けていること。  

(4) 群馬県暴力団排除条例に規定する暴力団員等（地方自治法 施行令第１６７ 

条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でないこと。  

(5) ５(1)で定める申請書の提出期間の末日の翌日から１(9)で定める開札日まで 



の間のいずれの日においても構成町村の規定による指名停止期間中の者でない 

こと。  

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている

者（会社更生法第１７４条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法

第１９９条第１項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でな

いこと。  

(7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

３５年法律１４５号）第３９条の２で規定する「高度管理医療機器等」の販売

業の許可を受けた者であること。 

(8) 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間において、構成町村

その他の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）に対し、高規格救急

自動車・高度救命処置用資機材を２回以上納入した実績を有すること。  

(9) 次に掲げるア～ウのいずれかの条件に該当する者であること。  

ア 高規格救急自動車のメーカーで、群馬県内に高規格救急自動車のぎ装の修繕

が可能な自社施設を有する者  

イ 高規格救急自動車のメーカーで、群馬県内に高規格救急自動車のぎ装の修繕

が可能な代理店又は特約店（以下「代理店等」という。）を有する者  

ウ 高規格救急自動車メーカーの群馬県内の代理店等で、自社において高規格救

急自動車のぎ装の修繕が可能な者 

 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本若しくは人事面において、関連がある

者でないこと。  

３ 仕様書等の配布期間、配布方法及び問い合わせ先  

(1) 配布期間 令和５年４月２４日から令和５年５月１２日  

(2) 取得方法  吾妻広域町村圏振興整備組合ホームページ 

URL：http://www.aga-kouiki.jp// 

(3) 問い合わせ先 吾妻広域消防本部 総務課  

群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗１１７４番地１  

電 話 ０２７９－６８－０２１３（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ ０２７９－６８－５０８０ 

注：問い合わせは休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び１２月２９日から１月３日までの日）を除く平日の午前９時か

ら午後５時までに行うこと。 

４ 入札参加資の確認等  

この競争入札の参加希望者は、次に掲げる書類（以下次に掲げる(1)～(5)の書類

等を総称して「申請書等」という。）を、期間内に（別表「本入札公告に係る手続



き期間等一覧）提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。       

なお、申請書等を提出期間内に提出しない者及び入札参加資格がないと認められ

た者は、この競争入札に参加することができない。  

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）  

(2) 誓約書（様式第２号）  

(3) 最新の高度管理医療機器等販売業許可証の写し 

(4) 同種の物品販売等の実績を記載した書類（参考様式１） 

(5) ２（9）の資格の確認のため、次のア～ウの区分に応じてそれぞれに記載する

確認書類等 

ア 高規格救急自動車のメーカーで、群馬県内に高規格救急自動車のぎ装の修繕

が可能な自社施設を有する者。自社工場の位置図並びに自社工場の全体写真及

び修理施設の写真（これらが確認できるのであれば自社工場に関するパンフレ

ットも可。イ及びウについても同じ。）  

イ 高規格救急自動車のメーカーで、群馬県内に高規格救急自動車のぎ装の修繕

が可能な代理店等を有する者。代理店等があることが確認できる代理店等の証

明書（任意の書式で可。作成例は参考様式のとおり）並びに当該代理店等に係

るアに掲げる位置図及び写真  

ウ 高規格救急自動車メーカーの群馬県内の代理店等で、自社において高規格救

急自動車のぎ装の修繕が可能な者。当該代理店等に係るアに掲げる位置図及び

写真 

５ 申請書等の提出  

(1) 提出期間 令和５年４月２４日から令和５年５月１２日まで  

(2) 提出方法 持参又は郵送  

ただし、郵送の場合は簡易書留の方法により、３(3)宛に送る。この場合にあ

っては、当該簡易書留は、５月１２日午後５時１５分までに必着するものとす

る。  

(3) 入札参加資格の確認の結果  

入札参加資格の確認は申請書等の提出期限後に行うものとし、その結果を競

争入札参加資格確認通知書（様式第３号）により郵送で申請者に通知するもの

とする。この場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、競争

入札参加資格確認通知書にその理由を記載するものとする。  

２ 前項の規定による通知は、申請書等の提出期間の終了日の翌日から起算して

５日以内（休日を含む。）に行うものとする。 

(4) 問い合わせ先  

３(3)と同じ。  

６ 質問及び回答について  



(1) 質問受付期間 令和５年４月２４日から令和５年５月１２日まで 

(2) 質問方法  

説明質問内容を文書（任意）で、３(3)にファックス送信すること。 

なお、題名、説明要求内容等に入札参加者名を特定できる記載がある質問には

回答しない。  

(3) 質問に対する回答期間及び方法  

質問に対する回答は別表で定める期間において、ホームページ閲覧に供する。  

７ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明  

競争入札参加資格確認通知書に入札参加資格がないと認めた理由を付して通する 

ため、理由の説明は行わない。  

８ 入札に関する事項  

(1) 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札

を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。  

ア 本件競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札  

イ 申請書等に虚偽の記載をする等虚偽の申請をした者の入札  

ウ 同一事項に対し２以上の入札をした者の入札  

エ 入札に際し不正行為のあった者の入札  

オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札  

カ その他入札に関する条件に違反した者の入札  

なお、入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時におい

て２に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記アに該当する。  

(2) 入札時における注意事項  

ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額から消費税が

非課税及び不課税の費用（以下「非課税等費用」という。）の額を控除した金

額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった金額から非課税等費用の額を差し引き、その金額の１１０分の１００

に相当する金額に非課税等費用の額を加えた金額を入札書に記載すること。な

お、非課税等費用ついては内書きすること。 

イ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。  

ウ 入札執行回数は、３回までとする。  

(3) 落札者の決定方法  

ア 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格となる 

総価をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  



イ 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落

札者を決定する。  

９ 本契約締結までの間の取扱い  

この物品売買契約は、吾妻広域議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和４８年条例第１３号）第３条に規定する議会の議決に付すべ

き契約に該当するので、物品売買仮契約書により仮契約を締結するものとし、当該

物品売買契約に係る議会の議決があった場合は、当該物品売買仮契約書を本契約に

基づく契約書とする。  

ただし、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号のいずれかに該当する場合の落

札決定又は仮契約の取扱いについては、当該各号に定めるところによる。         

また、その場合、組合は損害賠償の責を一切負わない。  

(1) 落札決定から仮契約締結までの間に指名停止措置又は暴力団排除対策措置の

規定による指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消す。  

(2) 仮契約締結から本契約締結（議会の議決日）までの間に製造等業者指名停止

措置要綱第２条又は建設工事等暴力団排除対策措置要綱第２条の規定による指

名停止を受けた場合は、仮契約を解除する。  

10 その他  

(1) 現場説明会は、開催しない。  

(2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。  

(3) 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。  

(4) 提出された申請書等は、返却しない。  

(5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しな

い。ただし、情報公開条例（平成１７年条例第７号）に基づく情報公開請求が

あった場合には、申請書等のうち、同条例の規定により非公開とされる部分を

除き、公開するものとする。  

(6) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、停止措置要綱に基づく指名停

止を行うことがある。  

(7) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨に限る。 

 

 

 

 

 

 

 


